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平成２８年第３回豊頃町議会定例会会議録（第３号） 
平成２８年９月８日（木曜日）    

 

◎議事日程 

日 程 第  １    会議録署名議員の指名 

追加日程第１  議案第５９号  平成２８年度豊頃町一般会計補正予算（第５号） 

日 程 第  ２    一般質問 

日 程 第  ３  意見書案第５号  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実

・強化を求める意見書 

日 程 第  ４    議員の派遣 

日 程 第  ５    委員会の閉会中の所掌及び所管事務調査の申し出

（議会運営委員会、及び各常任委員会） 

日 程 第  ６    会期中の閉会 

 

◎出席議員（９名） 

   １番 中 村 純 也 君     ２番 小笠原 茂 人 君 

   ３番 坂 口 尚 示 君     ４番 相 澤 昌 幸 君 

   ５番 岩 井   明 君     ６番 菅 谷   誠 君 

   ７番 大 崎 英 樹 君     ８番 大 谷 友 則 君 

   ９番 藤 田 博 規 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  宮 口  孝 君 

 副 町 長  石 田  貢 君 

 教 育 長  菅 原 裕 一 君 

 代 表 監 査 委 員  山 口 浩 司 君 

 総 務 課 長  和 田 宏 樹 君 

 企 画 課 長  柄 﨑 明 久 君 

 住 民 課 長  矢 野 利 治 君 

 福 祉 課 長  岩 城 光 洋 君 

 産 業 課 長  山 本 芳 博 君 

 施 設 課 長  渡 部 邦 生 君 
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 会 計 管 理 者  佐 藤 孝 夫 君 

 農業委員会事務局長  髙 倉  明 君 

 教育委員会教育課長  富 田 秀 樹 君 

 子 育 て 支 援 所 長  下 重 博 光 君 

 消 防 署 長  佐 藤 則 仁 君 

 

◎職務のために議場に出席した者の職氏名 

 事 務 局 長  中 川 直 幸 君 

 庶 務 係 長  沢 崎 真 司 君 
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午前１０時００分 開議 

 

       ◎ 開議宣告 

●藤田議長 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●藤田議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、３番坂口尚示議員、及び

４番相澤昌幸議員を指名します。 

 

       ◎ 議事日程追加の議決 

●藤田議長 お諮りします。 

 本日、豊頃町長から議案第５９号平成２８年度豊頃町一般会計補正予算（第５号）

が提出されました。 

 これを日程第１の次に追加し、追加日程第１とし、議題にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５９号を日程第１の次に追加し、追加日程第１として議題とす

ることに決定しました。 

 

       ◎ 議案第５９号 

●藤田議長 追加日程第１ 議案第５９号平成２８年度豊頃町一般会計補正予算（第

５号）についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 和田総務課長。 

●和田総務課長 議案第５９号平成２８年度豊頃町一般会計補正予算（第５号）につ

いて説明いたします。 

 補正予算書 1 ページをごらんください。 

 本補正予算は、平成２８年８月３０日から９月１日にかけての台風第１０号に係る

災害復旧等に係る予算を補正するものであります。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５,７５６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億８,４８０万
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８,０００円と定めるものであります。 

 補正の主な内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により歳出から説明いたしま

す。１０ページをお開き願います。 

 ５款農林水産業費、４項水産業費に、流木等処理委託料２００万円を追加。８款消

防費、２項災害対策費、１目災害対策費において、職員人件費に１００万円を、災害

対策費に排水ポンプ車等操作、排水作業用仮橋設置など７２４万円を、排水ポンプ管

理費に緊急内水排水業務委託料など４２２万円を。 

 １２ページ、育素多・下牛首別排水機場管理費に９２０万円を、救急排水機場管理

費に３,０２０万円をそれぞれ追加するなど、２項災害対策費にあわせて５,２０６万

円を追加。 

１０款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費に１００万円を、２項農業用施設

災害復旧費に２５０万円をそれぞれ追加するものであります。 

 以上が歳出に係る補正の主な内容であります。 

 これら歳出に伴う歳入につきましては、８ページをごらん願います。 

 ９款地方交付税、１項地方交付税に、特別交付税１，６６０万円を、１３款国庫支

出金、３項委託金に３,９４０万円を、１４款道支出金、２項道補助金に１００万円

を、１９款諸収入、５項雑入に５０万円をそれぞれ追加するものであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 ８ページをお開きください。 

 ９款地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １４款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １９款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出については項ごとに質疑を受けます。 
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 １０ページをお開きください。 

 ５款農林水産業費、４項水産業費。 

 ７番大崎議員。 

●７番大崎議員 今回の災害についての、今、総務課長からの説明の期間はそのとお

りだと思いますが、今回についてのこの２００万円というもので終わろうとは思わな

いのですが、今後についてのことも含めてこの２００万円という内容について説明い

ただけますか。 

●藤田議長 山本産業課長。 

●山本産業課長 御答弁申し上げたいと思います。 

 さきの、一般会計補正予算（第４号）も含めて、今回の８月における、４回の台風

における、河川から流出した流木が海岸線に広く打ち上げられている状況でありま

す。それを、本町と浦幌町の共同の事業として海岸の流木を再流出しない位置まで押

し上げ、堆積しようとする考えでございます。十勝太、あるいは昆布刈石の辺からモ

ウド沼といいますか、長節、湧洞のほうの海岸線の主に定置網漁に支障を及ぼす区域

の海岸線の漂着流木の押し上げに係る予算でございます。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 流木の処理というか、そういう予算なのですが、私、一昨日ちょっ

と大津について所用があってついでに海岸線を見ました。相当な、おとといなのです

が、もやがかかっている中に釣り人もたくさんいましたが、もう車の入るすき間がな

いぐらいに流木が長節の直線までございました。この流木の処理については、相当な

これから予算が必要だなと。今、課長の説明で本町と浦幌町ということで、ともにそ

れらについては処理されるのでしょうが、今後について隣の町の浦幌町とどういうよ

うな、現段階で今後の見通しというか今後の話についてはどういうような程度のもの

があったのか、あるいは予測できているのか、その辺の考え方についての打ち合わせ

がございましたら説明いただけますか。 

●藤田議長 山本産業課長。 

●山本産業課長 ただいま、さきの御質問で御答弁申し上げましたように、本町と浦

幌町で共同で行っておりますのは、帯広の管理部門というか旧土現の帯広建設管理部

ですね、ここの区域における管理者としてはそちらの区域になるのですが、何しろ大

量に漂着しているという関係で、一応、本町と浦幌町が協議した中で、管理者であ

る、早期の解消ができないという中で、本町と浦幌町がその部分について一部を先ほ

ど申し上げたように、一時押し上げ、堆積という考え方でおります。 

 それで、後の海岸流木の処理については基本的には海岸管理者のほうの開発建設部

であったり、帯広建設管理部であったりというところで処理のほうについては考えて
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いただくように要請をしているところでありまして、本町、なかなかそこまで処理の

部分までは多額な費用がかかる関係がございまして、現在のところ処理という部分に

ついては考えておりません。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 鮭鱒の最盛期に入っているこの９月からの段階と、それからこれ、

はしりですから９月、１０月、１１月の前半までというふうに聞いておりますが、こ

れからが漁業者の最盛に当たる時期です。したがって、できるだけ迅速に、それらに

ついては本町のみならず隣の浦幌町とも含めて、行政サイドの最大の努力をしていた

だく。それらについては、今、課長が開発局だ開発建設部、今回については土現だと

いうことですが、それらの縦割り的な行政ではなくて本町の産業の最大の、やはり問

題点というか課題ですので、それらについて最後に町長のお考えをお聞きして、今後

の進め方についても含めて御答弁いただきたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 ただいま、課長が申し上げたとおり予算については緊急に、とりあえず

２００万円を計上させておりましたけれども、今まだなお、十勝川に流木が流れてい

る現状でございますので、おおまかに予算を組むことは非常に厳しいわけであります

から、これから国、道、町村それぞれまた話し合って早急に処理したいというふうに

考えております。 

 きのうも関係課長と開発部のほうにお礼と陳情に行ってまいりましたし、明日もト

イトッキのほうの海岸視察に道の大幹部方々に来る予定にもなっております。その節

についても内容を説明しながらまた要望していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ８款消防費、２項災害対策費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １０款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項農業用施設災害復旧費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

 ７番大崎議員。 
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●７番大崎議員 歳出についての中で、これは未曽有のこういうような水害ですか

ら、これについての対応というものは非常に本部長、町長を中心に今回についての対

応は評価されているというふうに私は町民から受けています。 

 ただし、ここの予算の計上の中で、排水ポンプ管理費というものは４２２万円、こ

れは当然予測できない金額だったと思います。ですから補正を組まれたと思うのです

が、そのほかに災害対策費で賃金、臨時職員含めてこれは７２４万円、こういうもの

についてもやはり今回のこの第３回の定例会にあわせて即追加補正をされたというこ

とについても、私は敬意を表したいと思っています。 

 ただし、ここの排水ポンプ管理費については、このことは再三あるわけでありませ

んが、このことについてこの予算の中で今後もクリアできるのかどうなのか、管理

費、何か所でこれだけの管理費が査定されたのかというところも説明いただけます

か。 

●藤田議長 和田総務課長。 

●和田総務課長 ただいまの排水ポンプ管理費４２２万円、実は災害時におきまし

て、本町では国からの排水ポンプ車に２台、それと町所有の排水ポンプ車１台、都合

３台が稼動しております。それで今、議員がおっしゃられている排水ポンプ管理につ

いては、町が所管する排水ポンプ車を統内で稼働した部分ということの予算取りにな

ります。 

 国の管理下における排水ポンプの稼働につきましては、その上段にあります１２節

役務費の中にある排水ポンプ車操作、それから仮橋交通誘導員、これが国の管理の部

分の経費ということになっています。なお、町管理の排水ポンプの形につきましては

産業課長より答弁申し上げます。 

●藤田議長 山本産業課長。 

●山本産業課長 ただいま、総務課長から御説明させていただいたところでございま

すが、この排水ポンプ管理ということにつきましては、従前、開発建設部のほうから

払下げを受けていて、町で管理している部分の排水ポンプ車でございまして、設置場

所は総務課長が言ったように礼作別樋門の上手側の堤内排水に係る冠水がひどかった

ために、ここに配置して堤外に内水を排除している稼働に伴う補正でございます。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 よく説明内容わかりました、理解できたと思います。 

 ただし、これは今後についての台風がこれだけ複数来るということは従来にはな

かったことなので、これらについての対応は先ほどお話ししたように非常に私は迅速

に対応されて、それについての稼働も十分できたのだろうと思います。ただし、今回

の台風については内水量が非常に少なかったというところも幸いしているなというふ
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うに思います。 

 今後について、これだけの機械化された管理排水機、このもので課長の説明では払

下げ品であると、これについての耐久性と今後についての増機、もう１機、２機、必

要かどうかというところも予備機を考えて、これらについての考え方があるかどう

か、これらについては最終的には理事者にお聞きしたいなと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 我が町の災害については御承知のとおり、私の町の雨量だけで災害を守

ることがなかなか難しい。というものは上で降ると、当然、十勝川の水位が下がらな

い、本町が今回みたく雨が少なくても十勝川の水位が危険水位に達しております。 

 今現在は、国、道、町村でそれぞれ持分を決めて共同しながら作業をしておりま

す。特に、今回、先ほど課長が申し上げました、国である程度作業機が老いたものが

私どもに払下げをしていただいたのですけれども、本町でそういったものを購入する

ことは大きいものでは数億円という話を聞いております。なかなかそういう形で本町

の財政事情で、それまでも用意することはまず難しいことと、先ほども言いましたと

おり、どれだけの雨量でどれだけの水位でどの分の機械で対応するということは、ま

ず不可欠だと思っております。したがいまして、常にその災害の状況を判断しながら

国、道の協力を得る、また、必要に応じた本町の機具で対応していかなければならな

いというふうに思っております。 

 今回も御存じのとおり、十勝川の計画水位が超えておりまして、堤防そのものが非

常に危険になるわけであります。そうしましたら、内水面を吐き出すことも不可能に

なることも想定されるわけであります。どうしてもそういった地域に住んでいる我々

は、非常に雨が降るたびに心配をしておりますけれども、これからも国、道と十分協

議しながら少しでも住民の安全のために努力をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 それでは、本補正予算、全般について質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 
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●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５９号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 一般質問 

●藤田議長 日程第２ 一般質問を行います。 

 通告順番１、８番大谷友則議員。 

●８番大谷議員 通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず第１点目として、福祉ゾーン構想の今後についてということで、一つ目、福祉

ゾーンを定められ、拠点となる「ひだまり交流館」や、高齢者向けの住宅も建設され

ていますが、今後の福祉ゾーン構想は、これらの施設をもって終わりと考えてよい

か、それとも今後も施設の構想計画があるのか、お考えをお聞かせ願います。 

 もう一つ、２点目として、福祉ゾーンの充実をどのように図るのかということでご

ざいます。町の過疎地域自立促進市町村計画の中では、福祉ゾーンを定め、質の高い

福祉サービスの充実を図ると計画されていますが、具体的な事業計画についてはまだ

載っておりませんので、ここで伺いたいと思いますがよろしくお願いします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 答弁を申し上げます。 

 福祉ゾーンの構想の今後についてでありますけれども、一番目、二番目、一番目に

ついてはハードかと思います。二番目はソフトに関することだということで、御答弁

申し上げます。 

 豊頃町の福祉ゾーン整備構想は、福祉センターをはじめ、こどもプラザ、保健セン

ター、豊頃医院、社会福祉協議会、地域密着型老人福祉施設など、集約されておりま

す現在の茂岩栄町地区を、福祉ゾーンとして一体的に現在整備をしております。限ら

れた福祉資源を有効に利用し、行政区、医療機関、福祉事業等々、役割分担した上

で、本町が果たすべき福祉機能一体的に確保し、町民が将来にわたって安心して暮ら

せる豊頃町を実現するために設定いたしました。 

 これまで平成２６年、豊頃町社会福祉協議会の事務所として活用しております豊頃

町福祉センターと、本年４月に子どもからお年寄りまで世代や地域を超えた交流する

ことを目的とした福祉活動拠点施設「ひだまり交流館」を整備いたしました。 



－ 10 － 

 また、あわせて平成２７年度から高齢者の環境整備として、隣接する民有地を取得

いたしましたので、高齢者定住促進住宅を整備し、既に４戸の住宅が供用されている

ところであります。この高齢者定住促進事業につきましては、豊頃町のまち・ひと・

しごと創生総合戦略においても重点的プロジェクトとして位置づけており、３年間を

かけて１２戸整備する計画であります。 

 御質問にあります福祉ゾーン整備構想の今後につきましては、少子高齢化が進む本

町において、高齢化に伴う身体機能の低下や複数の慢性疾患を抱える方々が安心して

生活できる環境や、また、安心して子どもを産み育てる環境をつくるために福祉、介

護、保健、医療を連携し、一体的にサービスを提供する体制構築を行うという考え方

に基づき、福祉サービスの関連施設については引き続きこの福祉ゾーン内で整備する

ことを前提に、町の各計画において検討してきたところでございます。 

 現在、具体的な施設の整備といたしましては、先ほど御説明いたしました高齢者定

住促進住宅の整備が上げられ、まだ具体的な計画ではございませんけれども、将来に

わたっては特別養護老人ホームや公園整備などについても、各計画に基づき取り進め

ていかなければならないと考えております。 

 ２番目の福祉ゾーンの充実内容についてでありますけれども、福祉ゾーン整備構想

につきましては、議員も御承知のとおり、子育てブロックや高齢者福祉施設ブロッ

ク、保健ブロック等の６ブロックから編成されております。各ブロックに、こどもプ

ラザやはるにれＴｏｙｏｋｏｒｏ、高齢者福祉住宅など配置され、その中核的施設と

して福祉センター及び福祉活動拠点施設であります「ひだまり交流館」を整備し、本

町福祉活動の中心となる町社会福祉協議会と連携しながら生きがいデイサービスや

ほっとサロン事業、高齢者安否確認のみまもーる君事業など、高齢者が安心して住み

続けるよう各事業に取り組んでいるところであります。 

 また、本年４月に開館いたしました「ひだまり交流館」では、新たな介護予防事業

であるおとなの寺小屋事業の展開に加え、コミュニティカフェ事業などの実施によ

り、本町の子どもから高齢者まで世代や地域を超えた多くの町民に利用されておりま

す。さらに、昨年、介護保険法の大幅改正に伴い、介護予防日常生活支援総合事業の

展開のために生活支援コーディネーターの社会福祉協議会に設置し、ボランティアに

よる生活支援の担い手育成、地域資源の開発などについて委託したところでありま

す。 

 今後はさらに、これらの事業に加え、増加されると見込まれる認知症患者に対する

早期事前的な対応を強化するために、福祉ゾーンの医療ブロックの中心となる豊頃医

院や歯科診療所と連携を図りながら認知症初期集中支援チームを設置し、早期発見、

早期診断、早期対応に対する体制を整備するとともに、整備された施設を有効活用
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し、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体となる地域包括ケアシステムの構築

のために、福祉ゾーンとしての効果を最大限に生かすために今後とも努力してまいる

所存でございます。 

 以上であります。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 今後もこのまま少子高齢化が進行し続けていくということを考えら

れます。ピークは平成５７年頃と推計されておりますので、まだまだ二、三十年以

上、高齢化が続くというふうに思います。それであれば高齢者住宅、今、１２戸の計

画ですが、もっと進めてもいいのではないのではないかというふうに思いますけれど

もいかがでしょうか。 

 それから、もう１点、既に「ひだまり交流館」が社会福祉協議会の運営ということ

に入っておりますが、社会福祉協議会の重要性というものが今後ますます高まってく

ると思います。そういった中で、町との関連性というものはどのように考えているの

か、このままの状態であれば福祉協議会の人員の増強というものも考えていかなけれ

ばならないのではないかというふうに思いますがいかがでしょうか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 現在、独居老人の住宅を建設中でありますけれども、今後、担当課と十

分協議しながら、まだまだ、本町におきましては議員の指摘されるように独居老人の

世帯が増えつつあります。特に今、公営住宅等にも入っている方で、家族が失って一

人で暮らしている方もいらっしゃいますし、また、農村地帯にも一人でその土地に離

れられないというような状況もあるのでしょうけれども、そういった方々が安心して

暮らせるために今後の推移を見ながら施設の場所もありますけれども、十分前向きで

検討していきたいというふうに考えております。 

 また、今の「ひだまり館」の利活用については、非常に評判がいいように伺ってお

ります。これからも今、パートでそれぞれの担当係の方々が勤めておりますけれど

も、今後また福祉協議会と十分協議しながら町民が来ても安心して遊べる、過ごせる

ような施設運営に努めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 現在、福祉協議会ではボランティアとともに事業を進めているとい

うのは十分理解しているところでありますが、ボランティアの人たちも高齢化が進ん

できますし、ボランティアをする余裕すらなくなってくるのが実情ではないかという

ふうに思っています。サービスを、住民の自発的な善意に頼りすぎるということには

危うさをも感じられます。そのためには、利用者もサービス提供者にも無理のない仕
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組みを作っていかなければならないというふうに思いますが、住民の互助に過度に寄

り添わない、負担をかけない仕組みづくりということはどのように考えております

か。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 現場については詳細にここで答弁することは、今ちょっと無理でござい

ますけれども、あくまでも今、福祉課と福祉協議会の方々と常に問題が発生したとき

には協議しながら進んでおります。したがいまして、人員不足の面については事業を

行うに支障がないように本町としてもできるだけ対応を進めていきたいと思っており

ます。 

 いずれにいたしましても、福祉協議会が中心となってお願いしていることでありま

すので、今後、十分連携を密にしながら要求等があればそれなりに対応していきたい

というふうに考えております。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 高齢になればなるほど自分たちがよって立つ町の施策が、自分たち

に何をしてくれるのかということが心配や不安になってきますので、今後のニーズに

応じた取組みが必要となってきます。 

 今後の対応についてお伺いします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 先ほども申し上げましたとおり、やはり現場では福祉協議会が中心でご

ざいますので、十分協議しながら本町もできることだけ頑張っていきたいと思いま

す。 

 そういうことで御理解いただきたいと思います。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 それでは、次に進めさせていただきます。 

 二番目として、取得した旧はとや跡の再利用ということについてお聞かせ願いたい

と思います。 

 一つ目、旧はとやを取得し数か月がたったわけでありますが、今後の再利用計画に

ついてはどのように考えているのかをお伺いいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 旧はとやの土地と建物につきましては、今、御案内のとおり長い間、未

利用な状態となっていることから、茂岩市街の活性化を図る目的で昨年９月に町が購

入をいたしました。 

 建物は、店舗兼住宅として３０年ほど経過しております。商店をやめてから１０年

まもなくたっているわけであります。非常に、建物も老朽化して損傷も激しいような
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状況になっております。できるだけ早い機会に改修をしなければならないというふう

に思っております。 

今後の利用計画でございますけれども、地方創生拠点整備事業を導入いたしまし

て、茂岩市街地域の活性化に図れるような観光拠点施設または商業施設として利用し

たいというふうに考えております。改築のほうについては今後、十分検討して今年度

中には具体的な計画は持ちますけれども、建物の改修については明年度の予算化にな

ろうかというふうに思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 場所柄、市街地域の活性化になる重要なところであります。それに

ついては、施策をぜひ早急に計画して進めていただきたいというふうに思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今、この計画にも互産互消などでそれぞれ細部から検討しておりますの

で、できるだけ早くしっかりとした計画のもとに改修をしたいというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 最後に、ちょっと視点を変えましてお聞きしたいと思いますが、今

の時代、成長を望めることが難しい時代でありますから、いずれの課題や問題に対し

ても計画し解決することが困難な時代になっています。長期的に見ても、職員の努力

により新しい手段を生み出し知識を前進させることなしに、これらの問題解決する道

はないと考えられます。 

 町長はどのようにお考えかお聞かせください。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今、国が出している地域創生事業の中でいろいろと担当者が苦労してお

ります。また、一般質問でも別の議員からも出ておりますけれども、できるだけこう

いった、今、国でいう地域創生事業にのっとり、本町に適合するものは積極的に取り

組んでいきたいというふうに思っております。また、旧はとやの建物についてもそう

いった拠点になればいいなというふうに思っております。また、今現在、持っている

旧はとやの場所につきましては消防施設とも隣接します。将来にわたってはどのよう

な形に利用されるかは、その時代背景を十分考えながら、またそれぞれの担当者が検

討していくのではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 一般質問を続けます。 
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 通告順番２、５番岩井明議員。 

●５番岩井議員 台風被害状況等についてお伺いいたします。 

 台風が道内を通過したことによりまして、十勝管内で大きな被害を受けた町村もあ

ることは、マスコミ関係を通じて認識するところです。同時に、本町におきましても

農業、漁業、林業等の台風による被害が懸念されるところであります。 

 平成２８年８月１７日から２４日の台風７号、１１号、９号による被害調書が今議

会２日目で提出されております。また、本日、１０号についても提出されております

けれども、概要は主に土木、農業、林業等の施設関係の被害調査及び被害額だったと

認識しているところです。 

 質問についてですが、１点目は関連業者等を含めた農業、漁業、林業等関連の被害

状況及び現時点で想定される被害金額等にお伺いいたします。 

 さらに、農業、漁業、林業等の台風被害に対する行政としての対応を、一括でお伺

いいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 答弁を申し上げます。 

 最初に被害額の関係でございますけれども、台風の被害につきましては、さきの行

政報告でも申し上げましたとおり台風７号から始まりまして台風１０号まで、本町の

基幹産業であります農業におきましては、まさに収穫を終えた小麦を除き冠水された

被害が相当なる面積でございます。豆類では１００町を超えておりまして、そのほか

てん菜、馬鈴薯、大根、スイートコーン等さらには野菜、牧草、飼料畑などなど、合

計合わせますと約４３０ヘクタールに及ぶわけであります。 

 また、一部は倒木、塩害の被害さらには施設被害、ビニールハウスの倒壊など１１

棟、格納庫や牛舎、物置、貯蔵庫の倒壊、破損など３８棟のほか、生乳の廃棄や家畜

敷料、農業機械の冠水などさまざまに達しております。また、漁業におきましては、

もう既に始まっております定置網ですけれども、その定置網を目前に控えて悪影響を

及ぼす相当量の流木が発生いたしました。これらのために相当、網入れも遅れた厳し

い状況下になっております。また、林業につきましては、町有林、民有林、から松等

の倒木が散見される状況になっております。 

 想定できる被害額ということでありますけれども、農作物につきましては生育管理

に左右される部分もあろうかと思いますし、今年の天候不順などの影響を踏まえ、今

後、農業共済組合の被害調査が実施され、そこでまた明らかになるのではないかとい

うふうに思っております。本町でも、担当者がそれぞれ農業地帯に行って調査してお

りますが、残念ながら今の段階はあくまでも面積被害等でございます。さらに、漁業

の関係につきましても網入れが遅れ、また流木作業があって、果たしてこういった十
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勝川の水位が下がらない、また十勝川が汚れていると、果たしてそれで魚がどれほど

上るかわかりませんけれども、そういった私たちには理解のできない被害も発生して

いるのではないかというふうに思っております。また、林業につきましては風倒木等

でございますが、地形等によっては小規模に点在しておりまして、いちいち調査する

ことは困難でありまして、被害額についても時間がたたなければ予測ができないよう

な形であります。したがいまして、本町の基幹産業における被害等の額については、

現在のところ公表できないのが実態でございます。 

 以上でございます。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 被害額等につきましては理解するところですけれども、農業、漁

業、林業等の台風被害に対する行政としての対応なのですが、最近新聞などで報道さ

れているところで言いますと、金融対策というものが主にとられておりまして、ＪＡ

の道信連、ここでは農業被害に対する支援では、災害関連制度資金のほかにＪＡ統一

資金のＪＡ農業経営緊急支援資金を活用する。同資金は制度資金の利用が困難な組合

員に対し市町村の罹災証明がなくても地元ＪＡ組合長の発行する証明書で対応できる

ようにするというふうに有利な形になっております。 

また、農林水産業者向け相談窓口も開設されております。日本公庫帯広支店では、

台風被害を受けた農林水産業者に対応するための相談窓口を設けた資金融資や、返済

に対する相談を受けると、こういうふうになっております。しかし、借り入れれば当

然利息もつきますし、返済することはごく当然だと皆さん御承知だと思います。その

点で一番懸念されるのは利息なのです。その利息の対応とか、またほかに支援する形

があればお伺いいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 最初に農業の関係ですけれども、今、ハードの面では排水だとか農道の

破損したものが早急に除去するように担当者が努力をしております。また、漁業にお

きましては流木が非常に出てきております。先ほど申し上げましたとおり、もちろん

陳情しながら、また、自分たちでできることは積極的に隣の浦幌町と協議をしながら

少しでも障害にならないように努めていく考えでおります。林業につきましても、こ

れからいろいろと林道の破損等も出てくると思いますので、それらについても早急に

整備したいと思います。 

 ただいま御質問のあった借入れの利息等につきましては、今後どういう形で農業協

同組合のほうで農家に対応するかわかりませんけれども、農協と十分協議しながら、

できるだけ私どもの財政が許す限り農家の方々に利子補給などの支援対策を考えてい

きたいと思っています。 
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 以上です。 

●藤田議長 岩井議員。 

●５番岩井議員 今後とも、より一層よい方向で対応していただくことを申し述べま

して、質問を終わらせていただきます。 

●藤田議長 通告順番３、３番坂口尚示議員。 

●３番坂口議員 今、岩井議員とちょっとかぶるところもあるかと思いますけれど

も、改めてお聞きしたいと思います。 

 本年の異常気象による畑作農家への救済措置ということでお尋ねいたします。本町

の農作物は今年６月中旬からの低温と長雨により湿害傾向になり、特にインゲン豆を

中心に被害が拡大し、その後の天候回復である程度回復いたしましたが、８月下旬の

三つの台風、また月末にもう一つの台風、計四つの台風により、豆類は湿害及び強風

の影響で倒状、また馬鈴薯も強風のため葉が飛ばされ茎しか残っていない状況になっ

ており、また８月末に来た台風で畑が冠水した農家も多くて今年の収穫予測がつかな

い農家が多いが、この状況を町はどのように考えているか伺います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 答弁申し上げます。 

 本年の農作物の状況につきましては、本当に今、議員がおっしゃるとおり天候不順

に加えて台風被害が重なり、大変厳しい状況下に農業がなっていることは私も痛感し

ております。農家の皆さんには、この御労苦とそのお気持ちを察するときに余りある

ものがございます。 

 今後は、共済等と被害調査が進められると思いますが、これらの状況等十分踏まえ

ながら今後とも営農継続ができるよう、国、道、関係機関に要請してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 近々、十勝圏活性化推進期成会では緊急要望書を町村として出す予定になっている

と伺っております。町におきましても、これらの状況を十分踏まえながら今後も農業

協同組合と十分検討しながら、どういう方策が一番農家にとってよろしいか検討しな

がら、前向きに対応していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 坂口議員。 

●３番坂口議員 今の答弁でわかりましたけれども、町として借入金に対しての利子

の補給とか、固定資産の減免とか、そういうことは考えておられないのかなと思いま

す。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今おっしゃるとおり借入金の、当然、利子補給等につきましては十分考
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えていきたいというふうに思って農家の方にできるだけ負担のかからない方法、また

固定資産税等につきましては、十分、担当課と協議、またどういう形で法律が出るか

激甚災の中でもし仮に本町もそういうような枠に入るようであれば、当然、そういっ

た法律も適用しますし、なければ何らかの形で検討してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

●藤田議長 坂口議員。 

●３番坂口議員 どうか近年、類を見ない負債が発生する予測ですので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、次にもう１点。 

 我が豊頃町は十勝川下流域における農地の冠水対策についてということで、今年、

先ほどほかの方々も言っておりますけれども、８月下旬から１週間に三つ、そして月

末にはもう１個の台風が本町を襲い強風による被害をもたらしたが、大雨による直接

な被害は小さかったと認識しています。 

 しかしながら、上流での大雨により十勝川が増水し水門を閉める事態となり、行き

場を失った水は農地を冠水させ畑作物への甚大な被害をもたらしております。このよ

うな本町で大した雨が降っていなくても、上流で大雨になれば豊頃町は被害が出る

が、このことに対して町長は今後どのような対策を考えているのか伺いたいと思いま

す。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今回の台風で、それぞれ情報が的確に入ってきたり、担当者も早急に排

水機場等については長時間にわたって作業を実施してきたところであります。 

 しかし、本町だけの雨量ではとてもとても対応できない、先ほど申し上げましたと

おり、十勝川の水位が下がらない。これはいろいろな条件があるのでしょうけれど

も、本町としては非常に一自治体では対処できない状況も、相当、数か所に見受けら

れます。特に、先ほど言った下流でありますので、内水面が増えてその内水面を十勝

川のほうに吐き出すにも、十勝川の堤防にもそれぞれ計画がございまして、必要以上

になったら内水面も出せないような法的になっているわけであります。特に今回は、

堤防の計画の水位は１１メートル６３センチと聞いております。実際は１２メートル

６８センチが記録されたわけで、相当、危険状態に入りました。それでも、内水面を

外に出さなければ私どもの生命が守られないということで、御存じのとおり約６００

人を超える方が避難をしたわけであります。幸いにも人的被害、家屋の浸水はなかっ

たので大変安堵しておりましたけれども、今後一体どういう形で対応していいのか、

現在のところは苦渋しております。ということは、今の最近の災害はゲリラ的な部分
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もありますし、本町で雨が少なくてもそういった十勝川の水位が上がるということ

で、本当にどういう対策がどうかということは非常に私も答弁しにくいのですが、い

ずれにいたしましても私のところにある四つの排水機場、七つの緊急排水機場をでき

るだけ、今、機能をもうちょっと上げていただくような陳情をしていかなければなら

ないというふうになっております。明日も、安骨地区のほうの水門に道のほうから視

察にまいりますので、その節も陳情しながら今後の私の町の排水機場の機能のアップ

を図っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 坂口議員。 

●３番坂口議員 今の答弁で大分わかりましたけれども、今回、本当に統内、礼作

別、農野牛、牛首別、背負、安骨、旅来と、十勝川に面したところが全部冠水という

ことになっておりますので、早期に排水機場の設置を強く要請していただいて、少し

でも被害がなくなるように思っております。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 先ほども申し上げましたけれども、内水面のたまるのと十勝川の水位が

上がるのと状況が整えばいいのですけれども、内水面がなかなかたまりずらい、しか

し十勝川の水位が内水面を吐き出せることができないぐらい水位が上がると、そうな

りますと非常に内水面を吐き出すのに苦労しているわけです。 

 今後も、できるだけそういったある程度人的で守れるものは、先ほど言いましたと

おり樋門等の機能の向上を図っていくよう陳情してまいりたいというふうに思ってい

ます。 

 以上です。 

●藤田議長 坂口議員。 

●３番坂口議員 私も実は、農野牛の樋門の担当を委託されてやっていたわけですけ

れども、やっぱり１０メートル以上になってくると排水機場内で水を入れているのが

押せなくなるのです。水も雨も降っていないのになぜ水が増えてくるのかということ

に対して、やっぱりもう１０メートル以上になるとポンプの力がただ回っているだけ

という、押していかなくなるから、あれをまだまださらに高さを変えるかポンプの能

力を上げないと、あれはいつまでたってもこういう状況が続くように思っております

ので、ぜひとも機能の強化もよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

●藤田議長 １１時１０分まで休憩をいたします。 

午前１０時５７分 休憩 

午前１１時１０分 再開 
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●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

一般質問。 

通告順番４、２番小笠原茂人議員。 

●２番小笠原議員 質問の前に申しわけありませんけれども、上着を脱がさせても

らってよろしいでしょうか。 

●藤田議長 それを許します。 

●２番小笠原議員 ありがとうございます。 

 質問いたします。 

 我が町の鳥獣被害対策における十勝川河畔林伐採の効果と事業の継続について質問

させていただきます。 

 まず最初に、平成２６年度、平成２７年度において、５款農林水産業費、２目農業

総務費に予算化されておりました十勝川河畔林自然環境調査費と十勝川河畔林伐採物

処理費の新年度における予算措置と今後の計画についてどのように考えているのか、

町長に考えを伺います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 答弁を申し上げます。 

 十勝川の河畔林の伐採につきましては、平成２３年度から２５年度の３か年にわた

り、豊頃大橋下流域の河畔林について管理者であります開発建設部の許可を得た上で

試験的に筋状伐採を実施し、その後、エゾ鹿生息について十勝川河畔林自然環境調査

を平成２７年度までに経過追跡調査を行ったところであります。 

 調査の結果といたしましては、伐採区域内における鹿の踏み跡、ふんなどがそれぞ

れの区域の上下流端に集中し、内部の痕跡は非常に少ない状況が確認されたところで

あります。このような調査の結果を踏まえまして、町としてエゾ鹿の生息環境の抑制

を主眼に、本年度から開発建設部に対し河畔林の伐採の要請を始めているところであ

ります。この伐採事業につきましては、平成２６年度から開発建設部において実施さ

れ、河川の流下能力の維持、改善を目的としており、今後も継続事業として実施され

ますので、本町としても継続して伐採の要請を続けてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま町長の説明をお伺いいたしました。 

 今、説明にもありましたけれども、そもそも過去に予算化されておりました十勝川

河畔林自然環境調査費は、場所としてどこの、どの地帯の調査費であったのか。豊頃

町の十勝川河川敷におけるどの辺の区域、また、茂岩橋を対象としたどの区画を調査

したことなのか、参考までに担当課長にお聞きいたします。 
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●藤田議長 山本産業課長。 

●山本産業課長 先ほど町長が御答弁した中で、試験的に筋状伐採をした箇所につい

ては、豊頃大橋下流域で茂岩市街の正面あるいは十勝川左岸になりますね、幌岡地域

と一部、旅来地区において伐採の区域面積としては６３ヘクタール程度、実際の筋状

伐採面積は３０ヘクタールを若干下回る程度の試験伐採をしたというものが実態でご

ざいます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 この十勝川河畔林自然環境調査費は、私の知っている限りですけ

れども、平成２６年度、先ほど町長の説明には２３年度からというふうになっており

ましたけれども、私の知っている限りでは平成２６年度、２７年度においても農業総

務費の中の鳥獣被害対策緊急支援事業費として予算化されており、決算においては平

成２６年度、２７年度とも４７万５,２００円の同額が歳出において支出されており

ます。 

 第４次豊頃町まちづくり総合計画の後期実施計画においても、農業の振興事業、農

作物被害防止対策として河畔林伐採の項目もありますので、町としては計画的に考慮

されているわけですが、町の河畔林自然環境調査の結果報告を踏まえて、道、国の伐

採に係る予算化がどうもスムーズに組まれていないように私は思うのですけれども、

町長はどう考えますか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 河川敷地関係でございますので、町が勝手に切るわけにもいきません。

もちろん、開発と協議をしながらやっていかなければならないと思います。 

 国のほうでも予算が大変かと思います。今後、小笠原議員が言いますように調査の

結果として、そういう刈ったところにはやはり鹿が入らない状況ですので、できるだ

け環境整備をしていきたいというふうに思っております。 

 ただ、むやみに切ることもできないし、計画的にもちろん切る、さらにはなかなか

外部団体もそこに珍しいものがいるという形になれば、また大変そういった団体から

もクレームがつくのではないかというような心配をして、非常に時間のかかる仕事で

はないかというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても積極的に、やっぱり農家の方に被害を出ているわけですの

で前向きに開発と協議をしながら、予算付けについては問題ないかというふうに思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 今後、それぞれ開発建設部との協議により前向きにやっていって

いただけるのかなという答弁でございますけれども、十勝川河畔林伐採物処理費は、
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平成２６年度においては予算４５３万６,０００円に対して決算額が４１７万９,６０

０円、平成２７年度においては予算５２０万円に対して決算額が７４５万２,０００

円となっており、伐採物があることにおいて専門の処理業者が必要なことから、我が

町においても雇用の創出と費用対効果が出ていると私は考えますが、町長はどのよう

に考えますか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 予算のことについては、そのときの予算が余ったり足りない場合がある

と思いますけれども、これからもそういった意味では積極的に、効果がありますので

駆除について取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 私のほうからも、農家の皆さんにおかれまして、ときには自衛策を努めていただく

ようなことも必要ではないかというふうに思っております。俺の畑は鹿が来ないんだ

というものではなくて、やっぱり万が一、来た場合についてもそこで行政は行政とし

て行いますけれども、農家の方もある程度、自衛策に努力をしていくことがなお一

層、被害が少なくなるのではないかというふうに思っておりますので、逆によろしく

お願い申し上げます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 先ほど来から町長の答弁の中に、私が２番目に用意してあります

質問事項も答えていただいているような状況でございますけれども、せっかく質問を

用意してございますので、ダブりになるかもしれないですけれどもここで再度質問を

させていただきますけれども。 

 これも関連でございます。豊頃町の十勝川河川敷における豊頃大橋付近より上流の

川合橋までの左岸は、柳や雑木の自然繁茂地帯となっており、鳥獣駆除が及ばないこ

とからエゾ鹿が最も生息しやすい環境となっております。堤防、鹿の侵入防止柵を越

えての被害も地域の農家より多数報告されており、道や開発局との協議により計画的

な河畔林の伐採と伐採物処理の実行が必要と考えますけれども、特にこの豊頃大橋か

ら上流に向けての柳、それから一部、白樺等も生えているような状況でございまし

て、そこの伐採についてまず考えていただきたいということでございますので、町長

はどのように考えているか伺います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 先ほども答弁を申し上げましたけれども、町といたしましては河川管理

者であります帯広開発建設部が継続事業として行う公募伐採事業に、本町河畔林の区

域を取り組んでいただくよう要請活動を続けていきたいというふうに考えておりま

す。 

 また、生育数の抑制のために本町の猟友会の協力も得ながら前向きに検討してまい
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りたいというふうに思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 先ほど、町長の答弁の中にもございまして、当然、農家の方も鹿

柵等で自衛策を行っております。町、農協の助成も受けまして、それぞれ鹿柵等の設

置をしているわけではございますけれども、何せ堤防を越してですね、その鹿柵も越

えてまた鹿が進入するという状況もございまして、まず堤内の河川用地が現状がどう

なっているのかということをまず調べていただきたい。 

さきの質問の中にもありました、十勝川河畔林の自然環境調査費をぜひとも上流の

ほうにも予算化していただくことが重要だと考えます。豊頃大橋より川合橋に至る左

岸の堤防です、車で走行していただければ一目瞭然なのですが、雑木が伸びすぎて川

も対岸の堤防も見えないのが現状でございます。なんとか河畔林の環境調査と伐採、

伐採物処理が実現できますよう強く要望するものでございます。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 事情は十分わかりました。 

 今後は、これらも含めて開発建設部に要請をしてまいりたいというふうに思ってい

ます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 以上で、河川河畔林についての質問は終了させていただきます。 

 次に、自治体が非常時に備えて業務執行体制や対応手順を定める業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）について質問いたします。 

 まず最初に、豊頃町役場における非常時体制、業務継続計画（ＢＣＰ）について、

内閣府などが都道府県や市町村に策定を要請していると聞いているが、我が町ではど

のようになっているのか町長にお聞きいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 業務継続計画は、最近の自治体の被災例から、災害時に行政が自ら被災

し、人、物、情報等に制約を受けても、災害対応等の業務を適切に行うために設定し

たものが業務継続計画でございます。この業務継続計画は、必ずしも独立した計画書

ではなくても法的によいことになっており、我が町では防災計画の中に重要な事項を

が明記されている状態となっております。本町では、業務継続計画につきましては、

重要事項の部分で、一部を除き地域防災計画などに明記、規定をされておりますの

で、問題はないとは言えませんけれども、そういう形に改めて業務継続計画をつくる

必要がないという判断ですし、そういう形で上部機関も認めております。 
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明記されていない事項につきましては、本庁が使用できなくなった場合の代替庁

舎、業務が維持できる電源を確保する非常用電源の設備、発電機の２項目でありま

す。特に、代替庁舎につきましては代替の可能な施設に改修するなど、整備が必要で

あり多額な費用を要することから、明記をしていない団体が多いようなことになって

おります。また、発電施設につきましても、業務が維持できる電力が供給することの

規模の設備になりますと相当な費用もかかりますので、私の町では非常時については

避難灯がついて避難するような状況になっております。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま町長の答弁で内容はよくわかりました。 

 ですが、まず消防庁が昨年１２月に調査した非常時体制における自治体の業務継続

計画において、十勝管内の３市町村が未策定と回答があり、その時点では豊頃町も未

策定となっておりました。現在の策定状況については、町長の回答のとおり理解する

ところでありますが、ＢＣＰは市長不在時の代行順位や職員の参集範囲、大災害のと

きにどの業務を優先して職員を何人配置するかなどを定めることになっており、実

際、計画どおり策定した場合、我が町の自治体においては人員不足に陥る心配があり

ますが、これを適用としたときに町長はどのように考えておられるか、参考までにお

聞きいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私、庁舎が災害にあった場合についても防災計画にある程度、それなり

に明記してありますけれども、例えば、一番大切な、今、コンピュータ時代ですけれ

ども、それらについてもクラウドを導入しておりますのでバックアップは確保されて

おり、札幌のほうに私どものデータが入っておりますから、災害の万が一の庁舎災害

についても、十分そういった、後日業務に支障のないような形になっております。 

 ただ、庁舎が災害で使用できなくなるような場合については、それに代わるものを

用意するのは、現在、私どもの町では考えておりませんし、もしそういう形になれば

そのときの内容に応じて対応しなければならないというふうに感じております。した

がいまして、報道関係で言われる市町村の業務計画一覧表では本町はバツになってお

りますが、あくまでも私どもの業務計画に関するものについては、先ほども申し上げ

ました災害の防災計画に十分載っておりますので、心配はないというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 市町村のＢＣＰ計画に照らし合わせて、我が町の自治体が未曾有
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の大災害に見舞われたと仮定したとき、まず業務継続計画として重要なのが、非常時

優先業務が整理されているか、行政データを特定しバックアップされているか、代替

庁舎の特定はできているかなど役場全体の計画となると、業務内容のボリュームが大

きすぎて人員の配置的にも対処、対応が非常に困難であると思われます。 

 しかし、私ども豊頃町の自治体におきましても地域防災計画があり、また、先ほど

来の町長の御説明の中にもございました。これらの計画に沿った災害時の業務継続性

が確保できるものであれば、町長のお話のとおり私はこれでよいというふうに考えて

おります。 

 また、非常時体制の関連の実例といたしまして、今回、８月３１日に台風１０号の

直撃により、我が町においても災害対策本部が設置され、町民に対し避難勧告、避難

指示が発令されました。その日の午後３時過ぎに避難指示は解除されたものの、その

ころより役場に電話回線がつながらず不通状態が発生いたしました。連絡手段は個人

の携帯電話か防災無線、消防無線ということになりましたので、回線が復帰するまで

の間、町民各位には御迷惑をかけたことになります。最近は携帯電話、情報端末機

等、個人の情報通信技術が発達しておりますので、ＩＣＴ分野を災害に生かした活用

方法が期待されますが、我が町としてはこのＩＣＴ分野の災害においての活用法につ

いてはどのように考えるか、町長にお聞きいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私は、専門的な内容についてはわかりませんので、その部分は専門分野

の担当者に説明しますが、過日の電話についても、本町の災害を受けて電話が切れた

わけではなくて、十勝管内全部、電話がつながらないと、それは別なところで電話回

線が切れたのではないかというふうに思っておりますし、先ほど言いました庁舎の問

題、災害の問題でも、防災計画に係る部分についてはできるだけ速やかに避難をした

り、町民の生命、安全を守るという形が原点だと思います。役場の業務停滞は生命に

は関わりありませんので、必要以上に金をかけて守ることは私個人としては、やはり

それだけ財政的なものがあれば町民の子ども達や老人福祉のほうにお金を回したほう

がいいのではないかというふうに思っております。 

 現在、うちで作られている防災体制は万全とは言えませんけれども、ある程度のも

のについては対応できますし、特にこの庁舎の場合については津波等の心配はござい

ません。ただ、大きな被害等にあればこの庁舎が万が一、そういった形、災害にあっ

た場合についても別な形で施設がありますので、住民に迷惑がかからないような形に

なろうかと思いますし、また先ほど申し上げましたとおり、重要な書類についてはク

ラウドを導入しておりますので、それで後日対応できるかというふうに思っておりま

す。 
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 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま町長の答弁でよくわかりましたけれども、実は、何でＩ

ＣＴ分野を生かした、いわゆる防災システムを期待したいということにつきまして

は、それぞれ農協からも災害、いわゆる避難指示のことについてはファックス等が送

られたわけですけれども、前の日の台風の影響でファックス等が機能していないとい

うところもございまして、各区長さんに役場から連絡が行っているわけなのですけれ

ども、当然、地域に副区長となる方もいますし、一連のＩＣＴ技術を生かした形の中

でそういった防災の連絡網がうまく生かされないかというような話も一部の区長から

されたわけでございます。このことについて、どなたか詳しい方がいれば答弁よろし

くお願いいたします。 

●藤田議長 和田総務課長。 

●和田総務課長 インフォメーションテクノロジーの世界というものは、非常にその

扱いが難しくて、御高齢な方についてはなかなか難しいというように判断しておりま

す。ただし、その有用性、例えば携帯電話による、清水町さんが報道でやっていまし

たけれども携帯電話による緊急メール速報、避難指示が出たよとかそういうもの、そ

れと今、帯広の会社さんが開発しております豊頃町が発信した道に対する情報、災害

対策本部を設置したよですとか、避難勧告を出しましたよというその情報が瞬時に携

帯につながるシステムの開発をされていますが、そういうものをインストールされな

ければ携帯電話での、またはコンピュータでの運用というものはなかなか難しい。た

だし、必要性というものは私もこれから重要になってくるのではないかというふうに

思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 例えば、このたびの台風の被害の関係で実際問題、避難指示が出

たわけでございますし、それぞれの行政区長等には何らかの形で連絡がいっているわ

けでございますので。ただ、やはり通信機器の不具合が生じている現状の中で、なか

なか思うように連絡が末端までいかなくてやたらと２時間たってしまったとか、副区

長に伝わるのにえらい時間がかかってしまったとかという話も聞いておりますので、

何とかこの、行政区長には直接、緊急速報的なものも含めて何がどうなっているのか

ということも含めて即時に連絡がとれるような体制がとれないものかどうか、町長の

考えをお聞きいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私、今回もそういった、今、指摘されることを何回かありました。た
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だ、将来は小笠原議員がおっしゃる形になろうと思いますけれども、今、私の町で即

こういうものを導入することが大事なのか、それよりも弱者といいますか避難困難な

お年寄り、子どもたちを私は優先すべきで、何件かに連絡をとってもとれない、連絡

をとれるまで私どもも苦労する、ところが農家の方は忙しくていない、しかし、自分

たちはそれなりの先端な機械は持っていても、私たちがそれを利用して伝えることが

できない。 

私はこういう災害の場合については、行政はもちろんですけれども、地域住民が関

心を持って自ら安全な場所に避難する、安全な形で努力することが一番大切ではない

かというふうに思っております。いずれにいたしましても、将来に向かってこういう

機具等については、できるだけ早く情報を得ながら整備しなければならないと思って

おりますけれども、やはり優先的には命を守ることが大事かなという話。 

私どもの町は、どちらかというと濁流だとか山崩れというものは少ない地域であり

ますので、これからも十分、連絡網には徹底して行いたいというふうに思っておりま

す。できるだけ早めに整備をしながら、そういった形に努めたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 体制を少しずつ整えていただいて、災害に対して対処していただ

けるよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、非常時体制における関連の質問でございますけれども、大災害などに備えた

特別養護老人ホームや高齢者施設等の入所者のための、我が町においての福祉避難所

の設置についてはどのようになっているのか、町長に伺いいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 御質問の福祉避難所とは、御存じのとおり災害時に要介護者が避難生活

をするために特別な配慮をされた二次避難所のことであります。その避難所となる施

設自体は、安全性、耐震性、耐火性などが確保されることが条件とされております

し、手すりやスロープなどのバリアフリーなどが設けられ、要介護者の安全性を保た

れた避難施設のことを言うわけであります。これらは災害救助法により位置づけられ

ておりますけれども、災害時には避難された方々のうち高齢者や障害者、妊婦等の

方々、また病気持ちの方々については災害弱者とされますが、それらにつきまして

は、私ども今までどおり積極的に移動されたり施設の方に御協議をいただいて行って

おります。また、本町における福祉避難所につきましては、平成２８年１月に社会福

祉法人豊頃愛生協会と豊頃町福祉避難所の指定に関する協定書を取り交わしており、

同法人が運営するとよころ荘及びはるにれの２か所を指定しております。 
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 以上でございます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま町長の丁寧な説明で、福祉避難所の我が町についてはよ

くわかったわけでございますけれども、特に、さきの８月３１日の災害避難時におい

ても、我が町のグループホームや法人の高齢者施設の入居者の人々が全員無事に茂岩

高台の特別養護老人ホームに避難されたと聞いており、これらの非常時における体制

は、我が町については整っていると思われますが、大震災などにより福祉協定を締結

している施設がどれもこれも利用できなくなったときの施設の対応はどうなっている

のか、まさかこんなことはないと思いますけれども町長にお聞きいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 大震災、何震災で、仮定的なことでこのような形に行うということは、

私は非常に今の立場では難しいと思いますけれども、今、私たちに、先ほども言った

法律的に福祉避難所を設ける場合については、今のそれぞれ入っている施設と同じ機

能を持ったものを安全な場所に建てなければならないわけでありまして、現在、今回

も低いところにいる、そういった弱者の方については上の高台に移転しましたから、

私は問題はないかというふうに思っております。 

 仮に、大震災が来た場合は全員がそういう立場になりますので、やはり安全な場に

確保して、今言った法律に基づく福祉避難所的な機能は持たなくても一時的に安心し

て避難する場所については、十分私は確保できると思います。したがいまして、そう

いった形で大震災のことを想定して準備することは財政上、困難でありますので今の

ところは考えておりません。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 今年、熊本の大震災においては、想定外の地震により想定してい

た福祉避難所が一時避難者の避難場所としても利用されたため、共住を余儀なくさ

れ、特別養護老人ホームなどそれぞれの身体的事情によりその場所より移動できない

事情の人たちは、施設が被災しても避難できない状況下にあったと聞きます。協定を

結ばす、公民館などを福祉避難所として想定している自治体もあるということで、そ

の場合は単にバリアフリーの施設だからという理由で指定しているものも実際に福祉

避難所としてどう開設するのか。手続がきちんと考えられていないケースもあるとい

うことですので、このような災害事例を基に我が町においても想定外が想定内の災害

として対処できるよう、災害マニュアルの更なる構築を要望いたします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

●藤田議長 宮口町長。 
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●宮口町長 今、私どもの防災計画がありますので、防災計画である程度の災害対応

は十分、対応できるというふうに思っております。 

 ただいま議員が御指摘のとおり、大災害の場合については全部が大災害でございま

すので、ケースバイケースでどのような対応をするかは、ここで答弁することはでき

ませんので御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 宮口町長であれば、どのような大災害が来てもいろいろなケース

バイケースにのっとって災害に対処していただけるように私は思っておりますので、

今後、未曽有の大災害はないとは思いますけれども、今回の台風災害の事例の中で学

ぶべきものもありましたので、ひとつ震災、またこの台風以外においてもそれぞれ万

難な準備をして行政と民間が一体化した中で、一人の命も落とすことなく平和に終わ

ればいいなということも含めまして、質問を終了させていただきます。 

●藤田議長 一般質問を続けます。 

 通告順番５、７番大崎英樹議員。 

●７番大崎議員 まず議長にもお願いしたいのですが、私が通告している時間は５０

分であります。多分、１５分では無理かなと思っておりますので、その辺の御配慮を

お願い申し上げます。 

 実は、今回の質問の内容は、過去１２月にも質問させていただきました。これは地

方創生版の戦略についてでございまして、基本的には国策と一致するものが課題とい

いますか、宿題になっていると思います。既に御存じのように、本町においては地方

創生会議並びに前回も進行中でありますが、加速化交付事業として予算も２,５４０

万円だと思いますが、それらについての作業が進行しているやには承知しておりま

す。それらを総合的に考えて、今回の豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略につい

てのメーンテーマであります、人口ビジョン、これについての基本目標も本町は設定

されております。これは５年間の中でどのような数値目標で進むかと、この件につい

ても理解はしているつもりであります。ちなみに回想しますと、５年間で五つの企業

を誘致しましょう、５年間で３０人の人口を増加しましょう、端的に言うとその二つ

が脳裏にあります。そういう意味から考えて、基本目標、それから基本的な方向性、

具体的な施策、こういうものを設定していることについては全体的な内容としては承

知しているわけですが、特にそれらを含めて項目的に１番から３番、これは本日極め

て具体的な質問をさせていただいて、その中の作業進行状態を確認させていただくと

いうことが、主たる私の今回の質問内容であります。 

 １番として、安定した雇用創出は現状どのようになっているのか、まず、その件か
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らお伺いしたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 お答えいたします。 

 大崎議員の御質問でございますけれども、この問題につきましては相対的には御理

解いただいていると思います。豊頃町のまち・ひと・しごと創生で総合戦略の冊子、

基本計画施策の方向、重点プロジェクトが何回か議会でも委員会でも担当者が説明し

ておりますので、私から直接、重複するかと思いますけれども、まだまだ具体的にこ

の話はこうだああだというものは努力はしておりますけれども、まだはっきりした形

は見えておりません。ただ、先ほど言いましたけれども、国の基本目標である、地方

における安定した雇用創出については、国が２０２０年まで５年間で約、地方に３０

万人、若者向け雇用の創出を図ろうとするような形でございます。この国の基本目標

に関連する本町の総合戦略における町の基本目標は、これらに掲げてあるとおり、豊

かな資源を生かしたまちづくりを考えているわけです。これは全ての作業にも共通し

ますけれども、本町の豊かな地域資源を生かして主要産業であります農業や水産業、

また商工や観光の連携をとりながら、町全体が活性化するような総合的な取組みを行

おうとするものであります。その中で、新たな産業や雇用創出が出てくることを目標

としているわけです。具体的には、重点プロジェクトとして豊かな資源を生かした雇

用創出プロジェクト、さらには本町の産業観光資源として最大限活躍することのでき

ることで今ある雇用とこれからの観光資源を守っていきながら、そして新しい取組み

の挑戦に起こす業ですけれども、起業をしようとする業者の方々に対して支援をして

いく考えで、今おっしゃるように、件数等についてはまだまだ無策の状態でございま

す。この目標としては先ほども御質問のとおり、２７年度から３１年度までの５年間

でそういった企業誘致５件、定住者数を３０人増加することを掲げております。企業

誘致についてもそれぞれの担当者が努力をしておりますけれども、まだ形になるもの

は出てきていない。ただ、定住数につきましても積極的に取り組んでいる状況が昨今

の状況でございます。  

 よろしくお願い申し上げます。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 今の答弁の内容ではそれだけのスパンがありますが、なかなか、私

口癖でいつも言うのですが、５年間そして本町の加速化交付事業についてもこれは３

年間です。その中で、３年間でもうスタートいるわけです。これについては、メディ

ア関係でも発表になっているから、まあまあそれだけの御努力していることについて

は敬意を表しております。ただ、雇用創出をするということについては合計特殊出生

率が目標としては１.５ですね、これについては私は非常に消極的なのですが、極め
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て本町については難しい。国は１.８を上げていますが、これも私は難しい。なぜか

というと、今までの情報では人口減少の歯止めをするためでも難をそうしているわけ

です。そのほかに、国では都市部への一極集中を止めましょう、中核都市にもそれら

についての人口集中をある程度ブレーキをかけていきましょう。十勝に置きかえる

と、１９市町村の中で決して帯広市が増えてはいないのですね。これは自然増にも

なっておりません、政策増にもなっておりません。結果的にはこれは出生率を１.５

に設定しても、このことについて町長は大変な、私は課題を背負ったなというふうに

思っています。これは私自身もそう思っていますので、それらについての雇用創出は

若者がここに定住しなければいけないのです。ただ、今、町長が後半にお話ありまし

た、今回の定例３回ですが、このときに提案された新しい住宅ゾーンをつくる、その

ための確保をした。これは私はその人口増に対しては一歩、二歩進んだなという理解

をしているわけです。こういうものを足元からやはり私は人口増というものは微小で

ありましょうけれども、進めるべきだとこう考えておりますが町長のお考えを、初日

目の提案された予算とあわせて住宅政策を含めた、そういうお考えを強く持たれてい

ると思うのです。その考えをお聞きしたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私も御指摘のとおり大崎議員と同じ考えでありまして、今、国でいう地

域創生事業のプランに問題は全国一緒の問題なのです。その問題に各自治体が応える

わけなのですが、自治体が１００あれば１００とも違う自治体、１０００あれば１０

００ともみんな個性のある自治体ですけれども、いかんせん問題は同じですので答え

の出し方が非常に厳しい。特に国はどちらかというと一極集中というか大きな町へ小

さなものから持ってくる、そして私どもの行政でも広域が進みます。広域が進むと、

自給率の少ない町にとっては配置されるものもそれなりのものになる。非常に国その

ものの全体が旗を上げながら地方にそれを応えようとしても、なかなか応えることが

できません。 

今、企業誘致でも私の町の御存じのとおり、養豚の関係で２か所ありますけれど

も、そういった民間のノウハウ、別に私どもで誘致したわけではありませんけれど

も、民間の方がいろいろな条件でそこにやってくる。大変、こうありがたく思います

し、その来た方々にはいろいろな形で行政が支援をしていって、やはり豊頃でそうい

う事業を起こしてよかったなと。なかなか行政だけではノウハウがありませんので、

皆さん方の適切なる情報を、今、待っていることも事実であります。これからもそう

いった形でとりあえず住宅を造って住んでもらいましょう、そして、もしよその町か

ら住宅に入ってくれる方であったら、職場は違っても通勤手当は出しましょうという

ことで、私は少しでも滞在するようにお願いしておりますし、住宅を建てる場合につ



－ 31 － 

いてもそれなりの財政支援をしていく。問題は、やはり大きく考えると企業誘致をし

なければなかなか人口が増えない。それには、やはり町の商店なり病院なり、福祉施

設が充実していなければ来ないというわけです。私は長いスパンになりますけれど

も、これから１人でも２人でも増やすような努力をし、さらに企業誘致の場合につい

てはできるだけそういった専門的な知識を持っている方もしくはそういうものに関心

のある方々がいらっしゃるのであれば、大いに意見を聞きながら勉強しながら前向き

に取り進めていく。ですから、文章そのものは本当にマクロ的なで具体性はないかと

思いますけども、そういう形に向かって、そして私の町、自然がすばらしいので、こ

の自然をある程度表面に出しながら街の人を呼び込みたいというふうに考えておりま

す。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 非常に現状把握といいますか、現状分析が町長はされているなとい

うふうに私は解釈します、理解しております。ですから、これからの本町の人口を増

やす、まず止めるという第一段階と、増やすというものについての雇用創出するとい

う具体的な企業と。企業というものは現状から見て本町の１次産業に関連した企業で

ないと、私は企業家としては町外の企業家はなかなか決断してくれないだろうと思う

のですね。それには、いらっしゃいませというものもいいのですがそれだけの企業を

展開するための諸条件、まず最初はＡ社が進出する場合の労務者、勤務者がおります

かというのが第一の宿題です。ですから、これは大きな企業を望むことは私はないと

思います。ですから、そういう意味から見て、それでは身の回りの環境の中で環境の

豊かな資源の生かす企業というものはいかなる企業かというところをやはり摸索、そ

してそういうクリエーティブな考え方を持っていくべきだというふうに思います。 

 そこで、時間ですので、昼前ちょっと気にしていながら質問しているのですが、前

段の１項目で、町内の創生戦略のメンバーが上がっています。そのメンバー以外に、

過去の既存の企業の御意見をやはり聞く場を、機会をぜひとも町長、考えていただき

たいなというふうに願うところであります。その辺の考え方をお聞きいたしたいと思

います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 先ほども申し上げましたけれども、私どもはお付き合いしている町外で

は、例えば、静岡県の掛川市なんかは互産互消なんかで物産もやっておりますし、１

０月に開かれる全国報徳サミットで報徳の関係の十七、八市町村の首長が集まります

し、そういう機会を目掛けて私どももピーアールしながらうちの町の良さを訴えてい

きたいというふうに思いますけれども、いずれにいたしましても本町に今までいた企

業、もしくはこれから今、企業を立てている方々の意見も十分聞きながら、うちの町
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の総合計画にマッチしたような形で進めていかなければならないというふうに思って

おります。ただ、あくまでも計画どおりにいくかいかないかは別として職員は努力し

ておりますし、私どもも前向きにやっておりまして、何としても我が町の人口の減少

を止める、もしくは減少率を抑えるような、ある程度しなければ町の衰退に関わるわ

けであります。どうか、そういった意味では議員並びに大崎議員につきましても、忌

憚のない御意見をいただきながら、一般質問以外でもそういった御質問をいただけれ

ばというふうに思っております。 

●藤田議長 一般質問、大崎議員の発言の途中ですけれども、昼食のため１時まで休

憩をしたいと思います。 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

大崎議員の発言を許します。 

●７番大崎議員 引き続きまして、質問に入らせていただきます。 

 大きい１番の（２）ですが、最初に町長の御答弁をいただきたいと思います。 

 新しい人の流れとある、この件については基本目標の中にもうたわれているのです

が、この件について具体的に御答弁いただきたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 新しい人の流れということですけれども、これも国の創生の関係では地

方へ新しい人の流れをつくるということで、２０２０年に東京圏から地方へ転出を４

万人増やすと、地方から東京への転入は６万人減をさせるという、国ではそういう目

標を立てて入る、出るで均衡というか地方に人口を増やそうとしております。本町に

とりましては、特別この事業で人間を増やすということはなかなか具体的には難しい

ですけれども、先ほども申し上げましたとおり自然を生かしながらの快適な魅力ある

まちづくり、それが何といっても若者が集まってくるのではないかというふうに思っ

ております。それと同時に、若者と子育て世代を初めとして本町に人が来るようなま

ちづくりをしたいなと。そのことにつきましては、子育てのことにつきましては御存

じのとおり保育所の関係でも充実しておりますし、できればそういった若い方々がこ

ちらに来て、自然環境の良いところで子どもを育てることも一つの田舎の魅力ではな

いかというふうに思っております。それも心触れ合う定住促進で、住宅のことに関し

ても、今、それぞれ民間でも住宅を建てて人口を増やそうとしております。これから

も、特に若者、子育て世代が住み続けるような環境づくりを進めて行きたいというふ

うに思っております。 

 私どもでは２７年度から３１年度、５年間で転入者を２０パーセント増やし、出る
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のを２０パーセント減らすということで、今、出る方のほうが多いものですから、で

きるだけそういった形を具体的に取り進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 質問内容としては、新しい人の流れとありますが、この件は（３）

のところにも関連するものでございますので、改めて今の説明と次のものをリンクさ

せて質問させていただきます。 

 いろいろと、新しい人の流れというものは新政策を上げないといけないと思ってい

るのですが、私はそういう捉え方ではなくて、今、町長の答弁のように現状の施設、

現状の若者世代の状況というものを的確につかまえると、何が豊頃に魅力があるのか

というところです。今、答弁の中に、豊頃町の魅力あるまちづくり、それとあわせて

豊頃の豊かな資源を生かしたまちづくりというのが、今回の大きな理想とする総合戦

略と私は捉えているわけです。したがって、その中に今、新しい人の流れということ

になると、できれば欲を言うと本町以外に御縁があった隣町、町外の方々が何らかの

コネクションで、人脈で、魅力ある豊頃の歴史を生かした十勝の唯一のふるさととい

うか、豊頃町にもう一つ考えてそれらについての転入を期待できるものが考えられな

いかというふうに常日頃感じておりました。 

 今、町長の答弁の中で、やはりハード面では非常に私は充実しているなというふう

に思います。あとは、ソフトの面でどう魅力的に引き付けるものを、いわゆる吸引力

をこの町に備えるかというところだと思うのです。ちょっとその辺が大きい質問の中

にも関連するものですから、詳しい内容は大きい２番目でまた触れさせてもらいます

が、そういう考え方というものについて、もう一度お持ちであれば、考え方をお聞き

したいなとこう思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今、新しい人の流れと、次に出てくる若い世代の結婚、出産も関連して

いるわけであります。特に、高齢者について他町村から私の町へ入ってくる、福祉が

充実しているからお年寄りが入ってくるというものは、国ではそういったお年寄りに

対してある程度の補助制度はございますけれども、やはり生産性のない方々というの

は、人口は増えますけれども町の活性化にはなかなかプラスにならないのではないか

というふうに私は思っております。したがいまして、新しい人の流れはいろいろな私

の町の魅力ある自然を訴えるのも確かですけれども、逆に若い世代が来てくれる、こ

れは何といっても若い世代の方々にとっては出産、子育てが一番心配なわけでありま

す。こういった意味ではよその町に負けないぐらい、私どもいろいろな形で助成をし

て子どもが、また出産される方々が安心して生活できるような助成制度、乳幼児医療
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の問題等々を考えてもしっかりとやっているというふうに考えております。また、そ

のほか豊頃町の青年女性交流推進事業にも助成しておりますし、特に新聞紙上でも豊

頃男子というネーミングでそういったソフト事業のほうも努力を重ねております。い

かんせん、町全体がやっぱり活気づかないとそういうものも波及効果がないと思いま

すけれども、これからもそういった若い世代にターゲットで何らかの形でピーアール

をしながら、またそういう形で私の町へ来る方については住居から始まって、子育て

の関係からできるだけ経済的な支援も含めてやっていかなければならないというふう

に考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 次の、これも先ほどお話ししましたが、町長から３番目にも触れる

内容も、今、御答弁いただきましたので、方向的なものとしての内容説明もございま

した。 

 具体的にちょっとお聞きしたいのですが、現況について若い世代の出産というの

は、１２月からどのぐらいあったのかということを捉えておりましたらお聞きしたい

のですが。 

●藤田議長 岩城福祉課長。 

●岩城福祉課長 平成２７年度の次世代育成支援金の中の出産祝金の該当となられた

方につきましては、平成２７年度、１９名ということになってございます。 

 また、要件を満たさない方もいらっしゃるので、１９名プラスアルファということ

ですので、２０名程度かと思います。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 ありがとうございます。 

 非常にまだ１年以内でこのような数字が具体的に捉えられるというところは、私は

決して今の、先ほど冒頭、私が質問の中で１.５という出生率に対しての捉え方が、

非常に私は安心をするような数字だと思います。２０名ということになりますと、こ

れはやはり若者がそれだけいろいろと行政に対する理解度が裏打ちされたのであろう

と思うのです。その裏打ちというものは何かというと、今、課長が出産祝金もそうで

す、それから若者が御主人が町外に勤務された場合のそういう交付されています。そ

れから、中には該当しない人もいるかもしれませんが、住宅手当、こういうものもや

はりそういう裏づけ、裏打ちの一つというふうに捉えるべきだなということ。それと

もう一つは、何といっても小さな子どもたちの教育環境と、それから医療環境という

ものが、本町は他町よりも非常に町民感覚が親近感というのですか、そういうところ

が感じ取っているのではないのかなというところを町民の意見から聞こえてくるので
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す。非常に医療関係も親切、優しいというところをお聞きします。それから、利便性

についてもそういうようなところがある。 

ですから、私は決して今の若者というのは、豊頃町を、こんなことを言うとあれな

のですが諦めていない。非常にそういうものは気持ち的には前向きにいっているし、

学校行事あるいは保育行事にあれだけの毎年やっている催事に父兄共ども集まってい

る。そういう様子を見ても小さな町で小さな催事をし、小さな町民の集合体というも

のは、私はほかのヨーロッパの国で資料を見ていますが、それでいいのだと、何も背

伸びする必要はないなというところを感じていますから、人口減を何も神経質で捉え

てどうするということばかりではなく、内実を今後整備していくこと、そのことが与

えられた町政のあり方ではないのかなというふうにも感じますので、その辺の町長の

考え方を、今まで批判ではありません、そういう内容を十分に分析しましょうという

ことを私はお話ししているのですが、そういう点の捉え方はいかがですか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私の町、今言った出生される方も２０名前後でありますけれども、また

逆に亡くなられる方も４０名を超えておりまして、どうしても自然で計算されても２

０名ぐらい人口でいったら足りない。 

しかし、今言われたとおり、うちの町だからできるものを、うちの町だからこうい

うものをするのだというようなものをピーアールしながら、特に身の丈のあった福祉

行政を進めているわけであります。引き続きこういった若い方が安心して子どもを育

てるような形の環境整備ももちろん大事ですし、そういった今できております「ひだ

まり館」あたりでも、やはり自分たちの子どもの養育のことについてみんなで相談し

たり、また専門的な立場から指導したり、個々に目が配られるのも小さな町の長所で

はないかというふうに思っております。 

いずれにいたしましても、今、御質問のあったとおり大きな企業を望むことは難し

いとするならば、こういった形でソフトを十分に充実させながら人を呼び込むことも

大切かなというふうに思っております。 

これからもできるだけそういったことの目標に向かって、心温まる行政をしていき

たいというふうに思っております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 町長の考え方と非常に私は一致しているのですが、再度、捉え方と

して確認させていただきますが、今、町長は身の丈のやはり行政、まちづくりと。こ

れはやはり非常に宮口町政としてはいつも言葉にされていることなので、これで私は

内容を今のような子育てだとか、あるいは出産の環境だとかというものを充実すれ

ば、他の町から、やはり豊頃というものはそういうところが内容を充実しているなと
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いうことがＰＲできれば、あるいは豊頃町から他町に移住された今までの町民の方々

が、やはりふるさとというものはちょっと違うなと、魅力あるなというところの捉え

方を徐々になってきたら、そんなに精神的に私は消極的というかそういうものについ

ての深刻さというものは逆に無駄な神経を使うことになるので、できればそういうよ

うな行政を中心としたまちづくりというものを方向的にもう一回、捉え返すという機

会を今後も持つべきだと思いますが、再度、同じような内容かもしれません、町長の

お考えをいただいてこの１番については終わらせていただきたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 やっぱり御指摘のとおり、私も町民がここの町に根づいて、本当に住ん

でよかったと、この住んでよかったイコールこれを町外に発信して人が集まるような

形、特に子育て福祉等につきましては、一時的な資金援助ではなくて継続したもので

なければなかなか落ちついて生活ができないと思います。これからもやっぱりそう

いった意味で、もちろん身の丈のあった行政ですけれども、やっぱり継続性のある、

息長いまちづくりを考えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 ありがとうございました。 

 次に移らせていただきます。 

 観光資源を生かし、こだわりのある観光地域の魅力についてです。これは私は

ちょっと皆さんに、私はこれはちょっと間違ったかもしれませんが、使い方としては

どちらでもいいのですが、観光資源を生かしの生かすは、生ではなくて生活の活のほ

うが私なりに受け入れたい文字なのですが私のミスでございます。２か所ほどあるの

ですが、それに直していただいて活気のある、活力のあるという意味合いでいきたい

なと、こう思っております。したがって、ちょっと御訂正をいただきたいと思いま

す。 

 総合戦略の基本方針の中で、資源活用の基本的な考え方というものがあります、本

町には。その中で、なぜこのこだわりという言葉を使わせてもらったかというと、こ

れは道の観光要項にもこだわりという言葉を使っています。こだわりという言葉は、

これは本町の特異だという場所を考えていただきたいわけです。そうしますと、本町

の利用方針の基本的な考え方の中に自然環境の保全があります、それには三つほど上

がっているのです。御承知のとおり十勝川河川敷地のはるにれの木というものをこだ

わっています。それから湧洞湖の展望台からの風景、これはほかの町にない豊頃のこ

だわりだというふうに私は捉えています。それからもう一つは、希少の自然５種野鳥

というものですか、オジロワシ、オオワシ、オオヒシクイ、それから丹頂、マガン、
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これがこだわりだと私は理解しています。したがって、２番のこだわりということの

環境の魅力を今後新たに中長期進めるための考え方がございましたら、説明をいただ

きたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今、こだわりについて説明がありましたけれども、実は私も同じような

考えを持っております。特に、私の町は十勝川が太平洋に注いでおりますけれども、

海岸線による釣り人、これもこだわり、そしてはるにれの木、また海岸線にある湧洞

湖、長節湖の湖沼もそうですし高山植物ももちろんあります。それから鷲類の野鳥が

飛来しております。本当に自然豊かな十勝にはないぐらいのそういった意味では持っ

ていると思います。そしてあわせて精神的な面ですけれども、二宮尊徳の教えがまた

根づいております。 

最近は、大津の海岸に打ち寄せられた氷の塊、つまり氷塊が神秘的な美しさを保っ

ておりまして、私、横文字がちょっと苦手ですけれども、ジュエリーアイスというも

のですか、非常に道内、全国から大勢の観光客が来ておりまして、私も実際そこに

行ってみましたけれども、全然、今まで気がつかなかったのですけれども見る方が見

ると非常に神秘的ですばらしい。このことについても少々、環境整備して来年に向け

ての予算づけも必要ではないかというと。こういったものを総合的にピーアールする

と、まだまだ豊頃町にはよそから来る方がたくさんいらっしゃるのではないかなとい

うふうに思っております。 

これからも、そういった意味では商工観光と十分協議しながら私の町にあるものを

大いにピーアールしなければならないと思います。それにはまず、来てくれた方々に

しっかりとした、安心して宿泊できるような場所の整備も必要ですし、ハード的なも

のも徐々にやっぱりそういう意味では必要かなというふうに思っております。 

そのほかにも、実際は平成２１年から取り組んでいる東十勝ロングトレイルの事業

ですとか、さらにはこうふく観光、静岡県の掛川市との結びつきもあるし、いろいろ

な面で私どもの町の広がりは将来にわたって大いに期待できるのではないかというふ

うに思っております。 

以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 確かに町長の今の答弁の内容だと思います。 

 それで、これは私なりに引用させていただきますが、本町のこだわりの観光資源と

いうものをいかすために、実は道の観光要領というものですか、そういうものができ

ているように思います。国はまた１７年度にわたって大きな、これは８月２９日だそ

うですが、観光農業を後押しするというものを国策で出したそうであります。御存じ
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だと思いますが、それは地域振興を進めるためのメーンは子育て、１億総活躍プラン

の一つのように示されているのですが、人口減少による地域経済を元気にするため政

府は１７年度、観光業の振興を成長戦略とするという、そういう決定をされているよ

うに私は理解しています。したがって、先ほどから触れてきている人口増だとか人口

減だとかという問題はそのとおり指針としてあるのですが、今後はいかにして国内全

体で観光戦略をもって本州の人は地方へ、地方の人は都市へというような観光戦略を

打ち出したということでありますが、その件について町長の捉えている考え方をお聞

きしたいのですが。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 そのとおり、私どもも観光をピーアールすることで、今、各担当者のほ

うも頑張っていますけれども、特に情報を発信するということでは観光客を呼び込む

最も重要な戦略の一つと考えておりまして、情報を発信する、これは国の地方創生推

進交付金を活用できる部分もありますので、若者の活力を活用した総合プロモーショ

ン事業という名をもって本町のプロモーション動画を作成して、首都圏などにおいて

放映したり、また旅行雑誌やインターネット、新聞、テレビなどなどの媒体を最大限

に利用してピーアールしてこれからも取り組んでいきたい。よって、交流人口の誘致

だとか、これからそういったものでも拡大を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 直近の話題としては、元町民で帯広在住の方に豊頃町の観光大使を

命じました。これは、私は町民はよくそこまで進めたなというところの印象をお持ち

のようです。ですから、こういうような、やはり捉え方をして前に進めるということ

が今回の町長のやはり考案事項だったと思って理解しています。したがって今、答弁

の中で国はそういうようなことで来年度に向かっては成長戦略としていく、そのほか

に国土交通省は観光案内所を増設せよというものが出ているそうです。それから環境

庁は１６年度よりも５８パーセントの３１６億円を求めて新しい予算化の枠づけにし

ているという情報も捉えました。したがってここに国、道、地方という一つの一体感

が観光という大きなごちそうで、それを進めようということですから、私はこの間の

観光大使なんていうものはうってつけのチャンスだったというふうに評価するわけで

す。そのようなことから、では道はどうなっているのだという話になるのですが、こ

れが一番道民としては関心が強いのですが、これも一番最初には目標は、自然環境の

資源をいかした滞在型の観光地づくりを道は打ち出したということであります。これ

も先ほど私触れました、町長が答弁された資源をいかしたこだわりの豊頃の環境、こ

れをぜひとも前に進めていただきたいとこう思いますが、その考え方について町長に



－ 39 － 

もう一度お聞きします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 今ありました今年度から制度化された観光大使についても、帯広の浦島

さんという方にお願いし、この方、早速本町のえる夢館を使ってイベントをされまし

た。半分以上が他町村からおいでになったけれども、その人方のお話を聞くと非常に

今まで豊頃は余り関心がなかったという話で、こういった観光大使のおかげで非常に

豊頃をさらに認識される方も多くなってきております。 

 さきの議員の質問でもあった、旧はとやの場所をどうするかということ、いろいろ

お話もしたけれども、あそこの中にもそういった観光案内といいましょうか、観光専

門的な分野のそういった情報を発信するような、できるような形で利活用したいとい

うふうに考えております。これからいろいろな形で私の町に住んでいる方は気がつか

ないけれども、よそから来た人については大変珍しいもの、貴重なもの、感動するも

のがたくさんありますから、そういうものをゆっくり掘り起こしながら前向きに努力

をしていきたいというふうに考えております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●７番大崎議員 最後の質問になりますが、ただいまの町長の答弁で、今後の前向き

な姿勢について理解をさせていただきました。 

 一例で申し訳ないのですが、私も所属している十勝管内のある観光を中心とする団

体があります。これはＮＰＯであります、道からも認可されました。これが、こうい

う一つの団体が、豊頃でないとできません内容ですということを強調してきました。

これがやはり豊頃の資源、いわゆる発掘されている他町村の人の見方です。ですか

ら、これをいかしていくべきだというところで、これは何かというと十勝川、それか

ら太平洋、したがって場所としてはこの豊頃行政区の十勝川をどう観光に結びつける

か、あるいは太平洋、大津をどのような、そういう方々の愛好者が利用させていただ

けるかというところの観光事業だと思います。これは、ぜひともほかの町ではできな

いのですよと、豊頃しかできない内容ですからということのオファーがかかっている

わけです。ですから、そういうものをいかして所管の担当者にぜひともボーリングを

していただいて、それらの発掘をより深く、より価値あるものにしてもらいたいと、

このようにお願いして考え方を最後にお聞きして質問を終わりたいと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 これからもそういった意味で、国の事業等々を活用しながら、さらに今

おっしゃられるように外部からの情報発信を大切にしながら十分検討して、できるだ

け活気ある観光のまちづくりにも努力をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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●藤田議長 これで一般質問を終わります。 

 

       ◎ 意見書案第５号 

●藤田議長 次に、日程第３ 意見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書の件を議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 ４番相澤昌幸議員。 

●４番相澤議員 意見書案第５号。提出者、豊頃町議会議員相澤昌幸、賛成者、豊頃

町議会議員坂口尚示、同上菅谷誠、同上岩井明、同上小笠原茂人。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出につ

いて。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。 

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林

産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させ

るためには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環

利用を進める必要がある。 

 また、森林の整備を進め、木材を積極的に利用して林業・木材産業の成長産業化を

図ることは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献

するものである。 

 このような中、道では、森林の公益的機能の維持増進や森林資源の循環利用の実現

に向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、植林

・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備など、さまざまな取り組

みを進めてきたところである。 

 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速

し、地域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源の循環

利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図るこ

とが必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 １、「森林環境税（仮称）」等を早期に創設し、森林の整備や木質バイオマスの有

効利用など、森林吸収源対策を推進すること。 

 ２、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇

用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保す
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ること。 

 ３、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地

域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り

組みに対する支援措置を充実・強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学

大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。 

 以上です。 

●藤田議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、意見書案第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議員の派遣 

●藤田議長 日程第４ 議員の派遣の件を議題とします。 

 議員の派遣については、お手元に配付のとおりです。 

 職員に文書を朗読させます。 

 中川事務局長。 

●中川事務局長 議員派遣の件。 

 次のとおり、議員を派遣するものとする。 

 記。 

 １、十勝町村議会議長会主催議員研修会。 

 ・目  的 議会の活性化に資するため。 

 ・派遣期日 平成２８年１０月３１日（月）。 

 ・派遣場所 幕別町。 

 ・派遣議員 全議員。 
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 ２、札幌豊頃会。 

 ・目  的 会員との交流及び親善のため。 

 ・派遣期日 平成２８年１０月２８日（金）から同月２９日（土）。 

 ・派遣場所 札幌市。 

 ・派遣議員 藤田博規議長、大谷友則副議長、坂口尚示議員。 

 ３、東京豊頃会。 

 ・目  的 会員との交流及び親善のため。 

 ・派遣期日 平成２８年１１月５日（土）から同月７日（月）。 

 ・派遣場所 東京都。 

 ・派遣議員 藤田博規議長、小笠原茂人議員、中村純也議員。 

 以上です。 

●藤田議長 お諮りします。 

 ただいま事務局長が朗読しましたとおり、それぞれ議員を派遣したいと思います。 

御異議ありませんか。 

なお、この際、お諮りします。 

ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には、議長に一任

願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議員の派遣については、ただいま事務局長が朗読したとおり、それぞ

れ議員を派遣することに決定しました。 

 

◎  委員会の閉会中の所掌及び所管事務調査の申し出 

●藤田議長 日程第５ 委員会の閉会中の所掌及び所管事務調査の申し出の件を議題

とします。 

 議会運営委員会委員長、総務文教常任委員会委員長及び産業厚生常任委員会委員長

から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中

の所掌及び所管事務調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会委員長、総務文教常任委員会委員長及び産業厚生常任委員会委員長

からの申し出のとおり、閉会中の所掌及び所管事務調査とすることに御異議ありませ

んか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 



－ 43 － 

 したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の所掌及び所管事務調査とす

ることに決定しました。 

 

       ◎ 会期中の閉会 

●藤田議長 日程第６ 会期中の閉会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。御異

議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 

 

◎ 閉議宣告 

●藤田議長 これで、本日の会議を閉じます。 

 

◎ 閉会宣告 

●藤田議長 これをもって、平成２８年第３回豊頃町議会定例会を閉会します。 

午後 １時４２分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員 

 

 


